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１．募集趣旨 

 谷津バラ園は、旧谷津遊園内の施設として昭和３２年に開園したバラ園を前身として、谷津遊

園閉園後の昭和６３年に、谷津公園内の施設として新たに習志野市谷津バラ園として開園しまし

た。 

 開園以来、バラ原種や世界各地の名花など約８００品種、約７,５００株のバラを育成管理して

おり、春・秋のバラの最盛期を中心として、多くの市民やバラの愛好家に親しまれています。 

 谷津バラ園は、都市に彩りと緑の景観を提供し、貴重な憩いの場、優れたレクリエーション・観

光の場となっていることから、引き続きその魅力の向上を図る必要があります。多様化する利用

者のニーズに対応する質の高いサービスの提供とともに、社会情勢の変化に伴い、サービスの

効率化も求められています。 

 また、谷津バラ園の重要な資産であるバラの品種を未来へ継承することも重要です。 

 このような観点から、創意工夫のある企画等により施設を効率的に運営管理し、バラ育成の技

能・技術を発揮して貴重なバラの品種を継承するため、習志野市都市公園設置及び管理に関す

る条例（以下「条例」という。）第７条の５第１項に基づき、施設の管理に関する業務を行う指定管

理者を募集します。 

２．運営方針 

 谷津バラ園の運営方針は次のとおりとします。 

 (１)施設の効率、効果的な運営管理 

 (２)利用者へのサービスの向上 

 (３)バラの適正な維持管理 

 (４)バラの品種、株数の増加を図ること 

３．施設の名称、所在地及び施設の概要 

 (１)名称、所在地 

  名  称：習志野市谷津バラ園及び谷津公園駐車場 

  所在地：習志野市谷津３丁目１番１４号 

 

 (２)管理区域 

  別紙１「習志野市谷津バラ園等指定管理者管理区域図」参照 
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 (３)施設の概要 

名称 開設年月日 構造等 主な内容 

谷津バラ園 

（有料施設） 

昭和63年５月 

面積：12,600㎡ 

 

園庭、パーゴラ、噴水、池、

塑像５体 

 管理棟 木造 

面積：135㎡ 

事務所、倉庫、トイレ１か

所、展示室、作業員詰所 

谷津公園駐車場 

（無料施設） 

２か所 

 ①10台 

 ②13台 

アスファルト敷 

 ※バラの開花期には、バラ園に隣接する芝生の広場を臨時駐車場（100台程度）として利用し

ます。 

４．管理の基準及び業務の範囲 

 (１)対象施設の使用日及び使用時間 

 ①谷津バラ園 

使 用 日 使 用 時 間 

  ５月１日から６月３０日まで 午前９時から午後６時まで 

  ７月１日から８月３１日まで 午前９時から午後５時まで 

  ９月１日から９月３０日まで 午前９時から午後５時まで 

 １０月１日から１１月３０日まで 午前９時から午後５時まで 

 １２月１日から翌年４月３０日まで 午前９時から午後５時まで 

※次に掲げる期間については、月曜日（月曜日が国民の祝日に関する法律に規定

する休日に当たる場合は、その日後最初に到来する休日でない日）を除くものと

します。 

(1)１月５日から４月３０日まで 

(2)７月１日から９月３０日まで 

(3)１２月１日から１２月２７日まで 

※１２月２８日から翌年１月４日までは休園日となります。 

②谷津公園駐車場 

使 用 日 使 用 時 間 

  ５月１日から６月３０日まで 午前９時から午後６時３０分まで 

 上記以外の期間 午前９時から午後５時３０分まで 

 

※使用日及び使用時間については、市長が特に必要と認めるときは、臨時に変更することが

できます。 

 

 (２)業務の範囲 

  ①使用の受付及び案内を行うこと。 
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  ②利用料金を収受、免除、返還すること。 

  ③使用の制限又は停止を行うこと。 

  ④バラの育成全般に係る業務を行うこと。 

  ⑤前各号に掲げるもののほか公園施設の運営を行うこと。 

  ⑥公園施設の維持管理（軽微なものに限る。）を行うこと。 

  ⑦その他前各号の業務を行うに当たり必要な行為を行うこと。 

 

 (３)利用料金 

  利用料金制を適用します。市の承認を得て、下記の金額（条例で定める上限金額）の範囲

内で指定管理者が料金を定め、指定管理者の収入として収受します。 

  

区 分 単 位 金 額 

５月１日から６月３０日まで 
高校生以上 １人１回 ８４０円 

６５歳以上の者 １人１回 ４２０円 

７月１日から８月３１日まで 
高校生以上 １人１回 ４２０円 

６５歳以上の者 １人１回 ２１０円 

９月１日から９月３０日まで 
高校生以上 １人１回 ２１０円 

６５歳以上の者 １人１回 １００円 

１０月１日から１１月３０日まで 
高校生以上 １人１回 ８４０円 

６５歳以上の者 １人１回 ４２０円 

１２月１日から翌年４月３０日まで 
高校生以上 １人１回 ２１０円 

６５歳以上の者 １人１回 １００円 

  ①団体（３０人以上の場合をいう。）で使用する場合は、当該利用料金の１００分の８０に相当

する額を徴収します。 

  ②条例別表第３の備考２及び習志野市使用料条例第５条に掲げる者は無料とします。 

  ③６月１５日は、「県民の日」の協力のため、無料とします。 

  ④市が発行する無料入園券を持参した来園者については、無料とします。 

 

 （４）第三者による業務の実施について 

  指定管理者が行う管理業務の全部または主要な部分を第三者に請け負わせ、または委託

することはできません。 

  ただし、設備点検、清掃、警備等の一部の業務について、市の承認を受けたときはこの限り

ではありません。 

 

 （５）自主事業について 

  指定管理者は、市の承認を得て自主事業を実施することができます。 

 

 (６)市民の雇用 

  市民の雇用の確保に努めることとします。 
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 (７)枯損の補償 

  指定管理者の債務不履行によりバラが枯損した場合には、同品種以上のバラを植栽しても

らいます。 

５．指定管理者の指定の期間 

 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

６．応募資格 

 指定管理者の公募に応募できる者は、指定期間中、安全円滑に谷津バラ園を管理運営できる

能力を有する団体（法人格の有無は問わない。）とします。（個人での応募はできません。） 

 複数の団体がグループを構成して応募する場合は、代表団体を定めてください。（代表団体以

外の団体は、当該グループの構成員とします。） 

 なお、単独で応募した団体が他のグループ応募の構成員となること及びグループ応募の構成

員が他のグループ応募の構成員になることはできません。 

 また、次の事項に該当する団体は、応募できません。 

 

 (１)地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を準用する場合を

含む。）の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されている団体。 

 (２)地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消しを

受けたことがある団体。 

 (３)国税又は地方税を滞納している団体。 

 (４)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対

策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団の利益と

なる活動を行う団体。 

 (５)暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなっ

た日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）をその業務に従事させ、若しくは

その業務の補助者として使用し、又は暴力団員等の利益となる活動を行う団体。 

 (６)代表者、役員、支店長、営業所長その他の相当の地位にある者又はその事業活動を支配

している者（以下「代表者等」という。）のうちに次のいずれかに該当する者がある団体（当該

団体の代表者等が、他の団体の代表者等を兼ねる場合において、当該他の団体の他の代

表者等のうちに次のいずれかに該当するものがある場合を含む。）。 

  ①暴力団員等である者 

  ②暴力団又は暴力団員等（以下「暴力団等」という。）に対して利益となる活動を行う者 

  ③暴力団等と密接な交際をしている者 

  ④民法（明治２９年法律第８９号）第２０条第１項に規定する制限行為能力者である者 

  ⑤破産者で復権を得ない者 

  注１ グループ応募による申請の場合、グループを組織するすべての団体が満たしている

必要があります。 

  注２ 暴力団及び暴力団員を排除するための必要な措置対象に該当するか否かについて、
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提出された応募資格を証する書類をもとに、警察署に照会し、確認します。 

７．スケジュール 

内容 実施日 

募集要項の配布 令和７年７月１５日（火）～ ７月２９日（火） 

応募者説明会及び施設見学会申込 令和７年７月１５日（火）～ ７月２９日（火） 

応募者説明会及び施設見学会 令和７年７月３１日（木） 

質問書の受付 令和７年７月３１日（木）～ ８月６日（水） 

質問書の回答 令和７年８月８日（金）予定 

申請書類受付 令和７年８月１８日（月）～ ８月２６日（火） 

第一次審査（書類審査）・結果通知 令和７年８月下旬予定 

第二次審査（面接審査） 令和７年９月中旬予定 

指定管理者候補者選定結果の通知 令和７年１０月下旬予定 

指定管理者の指定の議決 令和７年１２月下旬予定 

基本協定書の締結 令和８年１月中旬 

年度協定書の締結・事業開始 令和８年４月１日 

８．募集要項の配布期間及び場所 

 (１)配布期間：令和７年７月１５日（火）から令和７年７月２９日（火） 

        午前９時から午後５時まで（土、日、祝日を除く） 

        習志野市ホームページからもダウンロードできます。 

        （ホームページ掲載 URL入れる） 

 (２)配布場所：習志野市都市環境部公園緑地課 

９．応募者説明会及び施設見学会（任意） 

 (１)日 時：令和７年７月３１日（木）（予定） 

時間については公園緑地課から連絡いたします。 

 (２)場  所：谷津バラ園 

 (３)参加人数：各団体、３名程度とさせていただきます。 

 (４)申込方法：令和７年７月２９日（火）午後３時までに団体名・参加者名・連絡先を明記の上、

E-mailで公園緑地課あてに申し込んでください。 

 (５)注意事項：応募者説明会及び施設見学会への参加は任意です。 

施設見学会以外でも施設の見学は認めますが、見学の際には施設に了解を

得て、利用者の迷惑にならないよう十分配慮してください。特に写真を撮影し

ようとする場合は、必ず施設に許可を得てください。 



 

6 

10．質問書の受付及び回答 

 (１)受付内容：「募集要項」「仕様書」に関する質問 

 (２)受付期間：令和７年７月３１日（木）午前９時から 

           ８月 ６日（水）午後１時まで 

 (３)質問方法：「習志野市谷津バラ園等指定管理者募集に関する質問書」により E-mail で公園

緑地課あてに送信してください。件名は「指定管理者質問書」とし、未達防止のた

め必ず開封確認設定をしてください。  

※郵送、ＦＡＸ、持参による質問書の受付、電話、口頭による質問の受付はいたし

ません。 

 (４)回 答 日：令和７年８月８日（金）予定 

 (５)回答方法：全応募事業者の質問に対し、E-mailで回答します。 

11．申請期間及び申請方法 

 (１)期  間：令和７年８月１８日（月）から令和７年８月２６日（火） 

※土曜日及び日曜日並びに祝日は除く 

 (２)時  間：午前９時から午後４時まで 

 (３)申請方法：公園緑地課へ持参してください。 

※事前に公園緑地課へ電話の上指定した時間に来庁してください。 
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12．選定基準 

区分 選 定 項 目 評 価 観 点 配点 

共
通
事
項 

(

習
志
野
市
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
手
続
等
に
関
す
る
条
例
第
４
条) 

１ 市民の平等な利用の確

保 

１ 施設の設置目的を理解し、「公の施設」の管理運営の考え方が妥当であ

るか。 
５ 

２ 市民への事業広報活動等、市民の平等な利用について工夫はあるか。 ５ 

２ 管理を安定して行う物

的能力、財政的能力及び

人的能力の保有 

１ 施設管理、安全対策の内容は妥当か。 ５ 

２ 経済的(経営・収支・資産等)に安定した運営が可能か。 ５ 

３ 適正な職員の配置が可能か。また採用・研修計画は適切か。 ５ 

４ 個人情報の保護措置は十分か。 ５ 

５ 緊急事態への対応策は十分であるか。 ５ 

３  当該施

設の効用を

最大限に発

揮させる能

力及び経費

の縮減 

最大限発揮

させる能力 

１ サービス向上及び利用者の増加等、施設の効用を最大限に発揮 

させる取り組み内容となっているか。 
５ 

経費の縮減 

２ 管理運営経費の縮減が図られているか。 

１０ 

共通事項 小計 ５０ 

個
別
事
項 

１ 施設運営 １ 施設運営に対する考え方・取り組みが示されているか ５ 

２ バラの季節性を考慮した施設運営の工夫がされているか ５ 

３ より魅力的な施設の運営及び集客につながる事業計画がされているか

（利用料金・料金区分設定） 
５ 

４ にぎわいの創出や地域の活性化に寄与する提案がなされているか ５ 

２ バラの管理 １ バラの管理計画について（観賞期間の工夫、床用土の入替、 

薬剤散布、雑草対策、夏季の灌水等） 
１０ 

２ バラの育成計画について（希少品種・老朽化品種の育成計画） ５ 

３ バラの更新計画について（新品種導入、品種数増加、株数の増加） ５ 

４ 団体の実績について（管理実績のあるバラ園の箇所数、品種数、 

株数、管理年数等） 
５ 

５ 団体の技術力について（専門技術者の数、経験年数、管理経験の 

あるバラ園の規模等） 
５ 

個別事項小計 ５０ 

計 100 
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13．提出書類 
(１)応募時には次の書類を提出してください。なお、応募に際し必要となる費用はすべて応募者

の負担とします。提出された書類は、原則として返却いたしません。 

(提出部数は原本１部、副本 １０部) 

※書類をＰＤＦ化した電子データ（ＣＤ－Ｒ等）を合わせて提出してください。 

 応募書類 

１ 習志野市公の施設に係る指定管理者指定申請書(第１号様式) 

※共同事業体での申請にあたっては、共同事業体の代表者が申請者となり、提出書類については、共同事

業体を構成するすべての団体分を提出してください。 

２ 申請資格を有していることを証する書類 

ア 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書、法人でないものにあっては、団体の代表者の身分証明

書 

イ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類 

ウ 国税及び地方税の納税証明書(公募を行った日以降に発行された最新のもの)、又は 

納税義務がない場合はその理由を記載した申立書 

エ バラ管理の実績報告書 

※共同事業体での申請にあたっては、構成する全ての事業者が提出してください。 

３ 管理を行う公の施設の事業計画書(第２号様式) 

ア 事業計画書は２０ページ以内とします。 

イ 利用料金の設定額、料金区分設定を明示してください。 

ウ 従事予定者に有資格者がいる場合は、保有資格名を記載してください。 

※事業計画書の作成にあたっては、「選定基準(７ページ)」の個別事項に配慮して事業 

計画を作成してください。 

４ 管理に係る収支計算書(第３号様式) 

５ 団体の経営状況を証明する次に掲げる書類 

ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類 

(既に財産的取引活動をしている団体に限る。) 

イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類 

(作成している団体に限る。) 

ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書 

(現に財産的取引活動をしている団体及び指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を新たに開

始する団体に限る。) 

エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書 

オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類その他これらに相当する書類 

６ 公の施設を引継ぐにあたっての開業準備に関する計画書 

(指定管理者は管理開始時から円滑に業務が遂行できるよう、管理開始前に現地等において、 

必要とする期間、開業準備を行うものとします。) 

なお、現在の指定管理者が応募する場合で、当該計画書を要しない場合はその旨を報告してください。 

７ その他市長が必要と認める書類 

グループで申請する場合は、グループ結成協定書又はこれに相当する書類 

また、構成団体ごとに２と５の書類を添付してください 



 

9 

(２)応募にあたっての留意点 

①提出書類の変更の禁止 

応募にあたって提出した書類の提出期限以降の差替え等はできません。(提出書類は、パソ

コン等で作成してください。) 

②虚偽記載の場合の取扱い 

応募団体が提出書類に虚偽の記載をした場合は、応募を無効とします。 

③団体の倒産、解散等の事情により、応募を辞退することが明白となった場合には、応募辞退

届(任意の書式)を提出してください。 

④提出書類の大きさは原則として A４サイズとし、A４を超える場合は、折り込んでください。 

⑤提出書類は、A４縦サイズのファイルに綴じ、背表紙と表紙の２か所に「習志野市谷津バラ園

等指定管理者申請書」と記したラベルを貼ってください。 

⑥提出された書類は、公文書として情報公開の対象となります。 

⑦すべての応募団体の名称及び評価結果を市ホームページなどで公表します。 

14．審査 

 (１)第一次審査（書類審査） 

  提出書類により、第一次審査を行います。 

 (２)第二次審査（面接） 

  第二次審査は、面接を実施します。 

15．面接方法 

 (１)実 施 日：令和７年９月中旬予定 

        （第一次審査の結果通知で日時を指定します。） 

 (２)方 法：事業計画書（第２号様式）により事業内容を説明していただき、その後質疑応答

を行います。 

        説明員３名以内、説明時間２０分以内、質疑応答２０分の計４０分です。 

        ※パワーポイント等で事業内容説明を行なうことも可能です。その場合は、応

募者にて必要機材（パソコン、プロジェクター、スクリーン等）をご用意くだ

さい。 

16．審査結果 

 審査結果については、後日参加者全員に文書で通知します。 
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17．指定管理料 

 (１)指定管理料上限額（指定期間中（５年間）の委託料総額の上限額） 

   指定管理料は、下記上限額の範囲内で提案してください。 

 

２７９,７９０千円（税抜） 

（１会計年度平均）５５,９５８千円（税抜） 

 

   ※指定管理料がこの上限額を超える提案を行った場合は失格とします。 

 

 (２)指定管理料上限額算定式 

  指定管理料上限額は、下記算定式により積算しております。 

指定管理料上限額＝管理運営経費（自主事業経費を除く）－利用料金収入額 

 

  ①管理に係る収支計算書（第３号様式）中の料金収入欄については、 

「４．管理の基準及び業務の範囲」中の「（３）利用料金」（以下「利用料金表」という）に記載

する金額の範囲内で積算し、記載してください。 

  ②利用料金表に記載する金額に変更が生じた際は、変更後の金額の範囲内で再度利用料

金収入額、指定管理料を積算していただきます。 

 

  ※参考 【過去２年間の年間利用料金収入額（税抜）】 

    令和５年度 １７，１８１，８８１円 

令和６年度 １５，５８２，０８５円 

18．その他 

 (１)本募集に参加するために要する経費は、すべて応募者の負担とします。 

 (２)応募を辞退する場合は、応募辞退届(任意の書式)を提出してください。 

 (３)応募者名及び評価結果については公表します。 
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問合せ先 

 

習志野市都市環境部公園緑地課 担当：西郡、新井 

          住 所：習志野市鷺沼２－１－１ 

          電 話：０４７－４５３－９２９７ 

          Ｆ Ａ Ｘ：０４７－４５３－７３８４ 

          E-mail：kouen@city.narashino.lg.jp 

          H P：http://www.city.narashino.lg.jp/ 
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